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今月の納税
国民健康保険税（６期）

納期限

 １１月３０日（金）
納期限内に納めましょう

お
知
ら
せ

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

  被害者相談窓口について
　

　

犯
罪
や
事
故
に
遭
っ
た
と
き

は
、
突
然
の
出
来
事
に
戸
惑
い
、

直
接
の
被
害
だ
け
で
な
く
、
心
に

深
い
傷
を
負
っ
て
悩
ん
だ
り
、
経

済
的
負
担
が
大
き
く
な
る
な
ど
つ

ら
い
思
い
を
し
ま
す
。

　

警
察
で
は
、
そ
ん
な
悩
み
を
抱

え
て
い
る
方
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
、
被
害
者
相
談
窓
口
を
設
け
、

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
か
ら
の
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。
直
接
被
害
に

遭
わ
れ
た
本
人
だ
け
で
な
く
、
家

族
、
友
人
の
方
で
も
、
気
軽
に
相

談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
「
み
え
犯
罪
被
害
者
総
合
支

援
セ
ン
タ
ー
」
で
も
、
電
話
・
面

接
相
談
や
心
理
相
談
な
ど
に
応

じ
、
内
容
に
よ
っ
て
は
、
臨
床
心

理
士
・
弁
護
士
に
よ
る
専
門
相
談

も
行
い
ま
す
。

　

相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
た
め
被
害
者
な
ど
か
ら
の
相
談

を
適
切
に
対
応
し
て
い
ま
す
の
で

安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】

▼
み
え
犯
罪
被
害
者

　
　
　
　
　

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
９
・
２
２
１
・
７な

や
み
な
し

８
３
０

　

月
～
金
曜
日

　
　
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

【
問
い
合
わ
せ
】

　

伊
賀
警
察
署
☎
21
・
０
１
１
０

　

名
張
警
察
署
☎
62
・
０
１
１
０

列車に乗って
　

　伊賀線の車窓には美しい風景
があります。伊賀線に乗って、
西大手駅から新居駅まで、服部
川と田んぼと上野城が見えると
ころ。関西本線に乗って、島ヶ
原駅が近づくと木津川が眺めら
れるところ。伊賀市内の鉄道に
乗るとノスタルジーを感じま
す。森の中を、また家々の隙間
を縫うように走る線路、レンガ
が残るトンネル、田んぼのあぜ
道から手を振る子ども、差し込
む夕陽・・・多くの人が懐かしみ、
ほっとするような風景が、こん
な身近に広がっています。
秋のおでかけは、何だか懐かし
い鉄道で行ってみてはいかがで
しょうか。

【問い合わせ】
本庁企画調整課☎ 22-9621

LC

LC LC LC

税
制
改
正
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　

  

本
庁
税
務
課

【問い合わせ】
　本庁税務課　☎ 22-9612

■
す
で
に
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

　
　
　
　
　
　

受
け
て
い
る
人
へ

　

す
で
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
を

　

三
重
労
働
局
で
は
11
月
を
「
過

重
労
働
・
賃
金
不
払
残
業
解
消

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
と
し
て
、

期
間
中
の
勤
労
感
謝
の
日
に
あ
わ

せ
て
『
全
国
一
斉
無
料
相
談
ダ
イ

ヤ
ル
』
を
設
置
し
て
相

談
に
応
じ
ま
す
。

　

賃
金
不
払
残
業
と

は
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ー

ビ
ス
残
業
」の
こ
と
で
、

労
働
基
準
法
第
37
条
に

違
反
す
る
行
為
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
労
働
時
間

管
理
が
お
ろ
そ
か
に
な

「
働
き
方
」

見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
　
　
　
　

  

本
庁
商
工
政
策
課

企 画 書　A
企 画 書　B
企 画 書　Ｃ

報
告
書

受
け
て
い
る
人
（
平
成
11
年
～
平

成
18
年
に
入
居
し
た
人
）
は
、
税

源
移
譲
で
所
得
税
が
減
少
す
る
こ

と
に
よ
り
、
所
得
税
か
ら
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
を
受
け
ら

れ
な
く
な
る
分
を
、
平
成
20
年
度

か
ら
最
長
平
成
28
年
度
ま
で
の
住

民
税
か
ら
控
除
す
る
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

※
申
告
書
に
住
宅
借
入
金
な
ど
の

年
末
残
高
合
計
額
を
記
載
す
る
欄

が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
末
残
高
証

明
書
の
写
し
か
金
額
の
わ
か
る
も

の
を
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

【
申
告
方
法
】

1
給
与
所
得
の
み
で
確
定
申
告
を

行
わ
な
い
人

　

平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
の
住

所
地
の
市
区
町
村
へ
住
民
税
住
宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書

を
提
出
し
ま
す
。

2
確
定
申
告
を
行
う
人

り
、
長
時
間
労
働
が
常
態
化
し
て

し
ま
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
長
時

間
労
働
に
よ
る
疲
労
の
蓄
積
は
、

脳
・
心
臓
疾
患
（
く
も
膜
下
出
血
、

脳
梗
塞
、
心
筋
梗
塞
等
）
の
発
症

に
よ
る
「
過
労
死
」
を
ま
ね
く
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

▼
全
国
一
斉
無
料
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　

11
月
23
日
㈮
㈷

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０
・
８

は
や
く
な
く
そ
う

９
７
・
２不

払
残
業
８
３

【
問
い
合
わ
せ
】

　

三
重
労
働
局
監
督
課　
　
　
　

　

☎
０
５
９
・
２
２
６
・
２
１
０
６
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秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

　
　
　
　
　

  

消
防
本
部
予
防
課

　

県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ん
の
健

康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
場
と

し
て
「
ま
ち
の
保
健
室
」
を
開
い

て
い
ま
す
。

【
と
き
】　

毎
月
第
４
土
曜
日

　

午
前
11
時
～
午
後
２
時

【
と
こ
ろ
】　

エ
ル
ピ
ス
ハ
ウ
ス
伊

賀　

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
（
上
野

恵
美
須
町
）

【
内
容
】　

保
健
師
・
看
護
師
な
ど

ま
ち
の
保
健
室
へ

い
ら
っ
し
ゃ
い

　
　
　
　
　

  

本
庁
健
康
推
進
室

国民年金
のはなし

　

国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
全
額

ま
た
は
一
部
（
４
分
の
１
納
付
、

半
額
の
納
付
、
４
分
の
３
納
付
）

の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
の
承
認
は
、
被
保
険
者
・

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
の

所
得
を
基
準
に
決
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
失
業
な
ど

に
よ
り
現
在
収
入
が
な
い
場
合

は
、
特
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、年
金
手
帳
・

印
鑑
お
よ
び
失
業
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
な
ど
を
ご
持
参
の
う
え
、

本
庁
健
康
保
険
課
、
各
支
所
健
康

福
祉
課
ま
た
は
社
会
保
険
事
務
所

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

離
職
（
失
業
）
に
よ
る

保
険
料
免
除
に
つ
い
て

【
運
動
期
間
】

　

11
月
９
日
㈮
～
15
日
㈭

【
全
国
統
一
標
語
】

「
火
は
見
て
る

 

あ
な
た
が
離
れ
る　

そ
の
時
を
」

【
問
い
合
わ
せ
】

　

消
防
本
部
予
防
課

　

☎
24
・
９
１
０
５

　

高
次
脳
機
能
障
害
と
は
、
交
通

事
故
や
脳
血
管
疾
患
（
脳
卒
中
な

高
次
脳
機
能
障
害
相
談

　
　
　
　
　

  

本
庁
高
齢
障
害
課

ど
）
に
よ
り
、
脳
損
傷
を
経
験
し

た
人
が
、
記
憶
・
注
意
・
思
考
・

言
語
な
ど
の
知
的
な
機
能
に
障
が

い
を
抱
え
、
生
活
に
支
障
を
き
た

す
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

三
重
県
身
体
障
害
者
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
専
門
員
に
よ
る
相
談
を

行
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
相
談
日
】　

毎
月
第
３
金
曜
日

　

午
後
２
時
～
４
時
30
分

【
相
談
場
所
】

　

障
害
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
介
護
保
険
課
事
務
所
内
）

※
電
話
で
の
相
談
も
可

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
高
齢
障
害
課

☎
22
・
９
６
５
６

　

障
害
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　

☎
26
・
７
７
２
５

納
め
た
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す

　

所
轄
税
務
署
（
上
野
税
務
署
）

に
確
定
申
告
書
と
一
緒
に
住
民
税

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申

告
書
を
提
出
し
ま
す
。

※
申
告
期
限
は
平
成
20
年
度
は
３

月
17
日
ま
で
で
す
。

※
申
告
書
の
入
手
方
法
な
ど
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
決
ま
り
次
第
本

紙
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
税
務
課
☎
22
・
９
６
１
３

に
よ
る
、
無
料
の
血
圧
測
定
、
体

脂
肪
測
定
、
健
康
相
談
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】

　

㈳
三
重
県
看
護
協
会

　

☎
０
５
９
・
２
２
５
・
１
０
１
０

　

三
重
県
健
康
福
祉
部

　

☎
０
５
９
・
２
２
４
・
２
２
９
４

　

市
・
上
野
商
工
会
議
所
・
伊
賀

市
商
工
会
で
は
、
地
元
就
職
の
促

進
を
図
る
た
め
、
就
職
セ
ミ
ナ
ー

（
Ｕ
・
Ｊ
・
Ｉ
タ
ー
ン
を
含
む
合

同
求
人
説
明
会
）を
開
催
し
ま
す
。

多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
と
き
】　

11
月
26
日
㈪

　

午
後
１
時
～
４
時

【
と
こ
ろ
】

　

上
野
フ
レ
ッ
ク
ス
ホ
テ
ル

【
内
容
】　
〔
求
人
企
業
〕
市
内
企

業
、
周
辺
企
業
〔
求
職
者
〕
来
春

お
よ
び
来
々
春
卒
業
予
定
の
大
学

生
・
短
大
生
・
専
門
学
校
生
と
未

就
職
者
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】

　

上
野
商
工
会
議
所

　

☎
21
・
０
５
２
７

　

伊
賀
市
商
工
会

　

☎
45
・
２
２
１
０

　

本
庁
商
工
政
策
課

　

☎
22
・
９
６
７
２

就
職
セ
ミ
ナ
ー
（
Ｕ
・
Ｊ
・
Ｉ

タ
ー
ン
合
同
求
人
説
明
会
）

　
　
　
　
　

  

本
庁
商
工
政
策
課

　

納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料

は
、
全
額
が
所
得
税
・
市
民
税
な

ど
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
控
除
の
申

告
の
際
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で

す
。
生
命
保
険
会
社
な
ど
が
発
行

す
る
控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
１

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険

料
の
額
を
証
明
す
る
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
が
社
会
保
険
庁
か
ら
毎

年
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
告
の
際
ま
で
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
ご
家
族
の
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合

（
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
）
は
、

納
付
し
た
方
が
そ
の
保
険
料
を
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
10
月
２
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
に
今
年
は
じ
め
て
納
付
さ

れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年

２
月
上
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

三
重
県
内
に
お
い
て
社
会
保
険

事
務
所
の
職
員
を
装
い
現
金
自
動

支
払
機
を
操
作
さ
せ
て
、
振
込
み

を
行
わ
せ
る
「
振
り
込
み
詐
欺
」

の
被
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
社

会
保
険
職
員
を
装
っ
た
不
審
電
話

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

津
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
９
１
８
８

　

本
庁
健
康
保
険
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
５
９


